
平成２３年８月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

１ 日 時  平成２３年８月２６日（金）午後 1 時 30 分～午後 2 時 16 分 

 

２ 場 所  所沢市役所６階 ６０２会議室 

 

３ 出席者 ［委員］冨田常世委員長、清水三和子委員長職務代理者、京谷圭子 

委員、佐藤徳一教育長 

      ［事務局］山嵜裕司教育総務部長、平塚俊夫学校教育部長、藤田晃 

教育総務部次長、江田宏樹学校教育部次長兼学校教育課長、則 

武辰夫社会教育担当参事兼社会教育課長、金子美也子生涯学習 

担当参事兼生涯学習推進センター所長、中村藤司保健給食担当 

参事兼保健給食課長、北健志教育総務課長、関口恭一スポーツ 

振興課長、鈴木正行文化財保護課長、斉藤雅裕所沢図書館長、 

齋藤敏男教育センター所長、山口勝彦学校教育課教育指導担当 

主幹兼健やか輝き支援室長、本澤智巳学校教育課指導主事、髙 

橋淳スポーツ振興課主任 

      ［書記］大部稔之教育総務課主査、皆川博幸教育総務課主査 

 

４ 前回会議録の承認 

 

５ 会議の傍聴者 なし 

 

６ 開 会 守谷委員は、所用により欠席。 

本日の議案は、議案第１７号から第１９号までの３件。 

議案第１９号「平成２４年度使用特別支援学級用教科用図書の採択 

について」は審議検討又は協議に関する情報のため、公開しないこ 

ととしたい旨の発議があり、出席委員全員が賛成し、非公開で審議 

されることに決定した。 

 

７ 議 題 

●議案第１７号 所沢市スポーツ推進委員に関する規則制定について 

資料に則り、関口スポーツ振興課長から説明がなされた。 

   以下、質疑。 

 （佐藤教育長） 

   スポーツ推進委員は、市町村教育委員会に属する責務の一つと思われるが、 

国の責務について新しく付加されたことは何かあるのか。 

（関口スポーツ振興課長） 

スポーツ基本法では、国の責務や地方自治体の責務が新たに設けられまし 

た。まず、スポーツの基本理念が定められ、それにのっとり国は、スポー 

ツに関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することになり 



ました。 

 （佐藤教育長） 

   それによって、例えば、現在、所沢市で埼玉県を通して国にお願いしてい 

るサッカー場の人工芝生化など、スポーツ施設の改修改善や新設について、 

今回の法の試行により、事業がやりやすくなったり、国の補助が増えると 

いうような改善はないのか。 

（関口スポーツ振興課長） 

今回の法律そのものには、そのような規定はございませんが、スポーツ施 

設の整備を図るという規定はございます。 

 （佐藤教育長） 

   期待して良いということか。 

（関口スポーツ振興課長） 

サッカー場につきましては、従来から協議してきておりますので、大丈夫 

かと思います。 

 （冨田委員長） 

   今までは「体育指導委員」という名称で、スポーツの指導に職務の重点が 

置かれていたと思うが、今回、「スポーツ推進員」になったことで、体育 

指導のみならずスポーツの推進のための事業実施に係る連絡調整など、広 

く推進という側面も含まれることになったと捉えていいのか。 

（関口スポーツ振興課長） 

委員長がおっしゃるとおり、今までは体育の実技指導を中心に活動を行っ 

ていたものですが、今後は、法律の第四章「スポーツの推進に係る体制の 

整備」に規定されていることからも分かるように、スポーツの推進という 

役割を担っていただくことになります。今までも体育協会や学校開放委員 

会、サークル等の体育団体と深く関わっていただいてきたところですが、 

それをより一層推し進めていただくということです。 

※ 冨田委員長の採決により、出席委員全員が賛成し原案どおり可決された。 

 

●議案第１８号 教育委員会の事務事業に関する点検評価報告書について 

資料に則り、北教育総務課長から説明がなされた。 

   以下、質疑。 

 （清水委員長職務代理者） 

   昨年もお話したと思うが、公表するときにアピールできるような形にでき 

ればいいと思った。 

 （佐藤教育長） 

   今回選ばれた３２事業は、固定なのか毎年変わるのか。 

 （北教育総務課長） 

   毎年変わります。 

 （佐藤教育長） 

   毎年変わらないものも入っているのか。 

 （北教育総務課長） 



そういったものもございます。 

 （佐藤教育長） 

   同じ事業についての、累計、経年変化が分かったほうがいいように思う。 

 （北教育総務課長） 

   この評価は、事務事業評価からもってきていますが、今までは評点の累計 

は特に見ておりませんでした。 

 （佐藤教育長） 

単年度は報告書を見て分かるが、経年変化が分かるとよりいいのではない 

かと思った。『所沢の教育』には経年変化が載っているか。 

 （北教育総務課長） 

   『所沢の教育』にも特に載せておりません。 

 （佐藤教育長） 

例えば、２２－１６「ミヤコタナゴ保護対策事業」については、平成８年 

から事業が開始されているが、この１４年間の評価がどうだったのかは把 

握しているか。何を目標にどこまでやろうとしているのかが分かりづらい。 

 （北教育総務課長） 

   点検評価が始まったのが平成２０年度からになりますので、評価は今まで 

に３回しか実施しておりません。 

 （佐藤教育長） 

３回の経年変化を把握することは、それほど難しいことではないか。そう 

だとすれば、経年変化を教育委員さんへ情報提供してはどうか。 

 （冨田委員長） 

   埼玉県の点検評価をみると、指標など実績を数値化できるものは経年変化 

を記載しているようだが、それ以外はとくにないようだ。各事業の開始年 

度については従来なかったものを記載するようにしてもらったが。 

 （北教育総務課長） 

   守谷委員のご意見を受けて、昨年度から記載することとしました。 

 （冨田委員長） 

   少しずつ改善されてきていると思う。 

 （山嵜教育総務部長） 

   今後、経年変化を一覧で見られるような資料を検討してみたいと考えます。 

 （清水委員長職務代理者） 

   評価については、初年度よりも２年目、３年目とレベルアップしていって 

いるものと考えられる。定着した事業は、さらにその上を目指して評価し 

ているのではないか。事業開始年度を見ると、その事業がレベルアップし 

ているのが分かるが、総括表だけではそれが分かりづらいのかもしれない。 

例えば、新教育課程実施支援事業や学力向上推進事業は、少しずつレベル 

アップして目標を達成していっているのではないかと思う。 

 （京谷委員） 

   全ての事業に目標点を設定するのは難しいかもしれないが、目標を目指し 

て改善していくようにすれば分かりやすいのではないかと思った。 



 （平塚学校教育部長） 

   評価についてですが、清水委員長職務代理者がおっしゃったように、事業 

の内容がレベルアップしていることもありますし、評価について経年変化 

を見ていくというのは難しい面もありますので、これに関しましては、次 

年度に向けて引き続き検討させていただきたいと思います。 

 （京谷委員） 

   例えば、先ほどのミヤコタナゴ保護対策事業については、生息地の復元を 

目指しているのか。 

 （鈴木文化財保護課長） 

   生息地の復元となりますと、環境や河川の問題も関わってくるため、そこ 

まで踏み込むのは難しい点もあります。 

 （冨田委員長） 

   Ｐ１４の整理番号２２－１０「体育施設整備事業」について、パークゴル 

フ場は現在建設中だと思うが、その有効性の評価は、完成した場合にとい 

う意味で「５」なのか。 

 （関口スポーツ振興課長） 

   体育施設整備事業につきましては、平成２２年度はパークゴルフ場の整備 

   を計画したところですが、実際には平成２３年度に事業をスライドして実 

施しているところです。これを含め、体育施設を整備することにより、ス 

ポーツをするきっかけを作ったり、コミュニケーションがはかれるなど、 

体育施設整備事業全体として評価したもので、パークゴルフ場についての 

評価ということではありません。 

 （冨田委員長） 

   ３２事業の評価は、ほとんどが「４」か「５」になっている。各課とも努 

力していただいていることに感謝し敬意を表する。引き続きよろしくお願 

いしたい。学識経験者の意見のなかで、大学や他の部署との連携により、 

予算面、効率面で効果をあげるべきとの指摘があるので、今後検討してほ 

しい。 

※ 冨田委員長の採決により、出席委員全員が賛成し原案どおり可決された。 

 

●議案第１９号 平成２４年度使用特別支援学級用教科用図書の採択について 

資料に則り、江田学校教育部次長兼学校教育課長から説明がなされた。 

以下、質疑。 

 （佐藤教育長） 

   選定理由書の提出校数の変化はいかがか。 

 （江田学校教育部次長） 

   昨年度は２校から提出されておりましたが、今年度は昨年度から継続して 

いる北小学校と、今年度新たに増えました北野小学校の２校です。昨年度 

に希望が出されておりました中央小学校につきましては、今年度は提出さ 

れておりません。 

 （佐藤教育長） 



   新教育課程に変わって２年目になるので、１年目に揃えたものを引き続き 

使えるということなのか。その教科書を必要とする児童が、中学校へ進学 

したということか。 

 （江田学校教育部次長） 

   中央小学校からは、今年度は希望が出されなかったということです。 

 （本澤学校教育課指導主事） 

   中央小学校の教育課程を確認しましたところ、昨年度、中央小学校では特 

別支援学校で使われる星本を希望されているとのことで、これは２年間使 

用可能であることから、今年度は星本と通常の教科用図書の併用での研究 

を進めたいとのことでした。また、星本につきましては範囲が広く、個に 

応じて配布するものですが、今年度は該当する児童がいなかったとのこと 

です。 

 （清水委員長職務代理者） 

   星本とは、どのようなものか。 

 （江田学校教育部次長） 

   通常の教科用図書とは異なり、特別支援学校用に、内容が平易なもので、 

文部科学省の検定を受けているものです。 

 （清水委員長職務代理者） 

   今審議しているのは、星本の代わりとして使用する本を教科用図書として 

選ぶということなのか。 

 （江田学校教育部次長） 

   そのとおりです。 

※ 冨田委員長の採決により、出席委員全員が賛成し原案どおり可決された。 

 

８ 協議事項 なし 

 

９ 報告事項 

○平成２３年度地区体育祭・地区文化祭について（社会教育課） 

○所沢ビエンナーレ美術展「引込線」２０１１オープニングセレモニーについて 
（社会教育課） 

○埋蔵文化財調査センター秋の臨時開館・講演会について（文化財保護課） 

○平成２３年度学校給食調理コンクールの結果について（保健給食課） 

 

１０ その他 

・教育委員会 9 月定例会： 9 月 30 日（金）午後  1 時 30 分～ 602 会議室 

・教育委員会 10 月定例会：10 月 27 日（木）午前 10 時 00 分～ 教育センター 

・教育懇談会      ：10 月 27 日（木）午後  1 時 30 分～ 教育センター 

 

１１ 閉 会 午後 2 時 16 分 

 


